
埼玉学園大学・川口短期大学　機関リポジトリ

伊勢奉幣使王代 兼字王考

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2016-06-27

キーワード (Ja): 

キーワード (En): Kanena-ou, shiou(tsukai-no-ookimi),

houhei-shi to the ISE Shrine, the Kawagoes, the

Matsugis

作成者: 赤坂, 恒明

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://saigaku.repo.nii.ac.jp/records/288URL
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
International License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


伊勢奉幣使王代 兼字王考

（
一
五
）

─ 256 ─

は
じ
め
に

　

正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
九
月
十
一
日
、
十
五
世
紀
後
半
以
来 

長
ら
く

廃
絶
し
て
い
た
伊
勢
例
幣
が
再
興
さ
れ
た
。
伊
勢
奉
幣
そ
の
も
の
は
、
室
町

後
期
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
、
時
に
二
十
年
以
上
も
の
間
隔
を
空
け
な
が

ら
も
、
随
時
、
臨
時
奉
幣 

─
─ 

遷
宮
に
伴
う
一
社
奉
幣
と
、
天
皇
の
即
位

を
奉
告
す
る
御
即
位
由
奉
幣
等 

─
─ 

が
行
わ
れ
、
維
持
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
伊
勢
奉
幣
使
を
勤
仕
す
べ
き
所
�
「
四
姓
使
」（
王
使
・
中
臣
使
・

忌
部
使
・
卜
部
使
）
の
う
ち
、
伊
勢
神
宮
か
ら
「
神
敵
」
と
見
�
さ
れ
て
排

除
さ
れ
た
卜
部
宿
禰
の
卜
部
使
は
別
と
し
て
、
王
使
す
な
わ
ち
使
王
（
し
お

う
、
つ
か
い
の
お
お
き
み
）
を
勤
仕
す
る
諸
王
（
王
氏
）
と
、
忌
部
使
を
勤

仕
す
る
斎
部
宿
禰
の
家
系
は
、
い
ず
れ
も
例
幣
再
興
時
に
は
朝
廷
に
お
い
て

既
に
断
絶
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、王
使
（
使
王
）
に
は
代
役
す
な
わ
ち
「
使

王
代
」
が
立
て
ら
れ
、
忌
部
使
に
は
地
下
官
人
の
真
継
家
（
紀
朝
臣
。
但
し
、

本
稿
第
二
章
を
参
照
せ
よ
）
が
一
時
的
に
斎
部
宿
禰
に
改
氏
姓
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
所
役
を
勤
仕
し
た
。

　

こ
の
伊
勢
例
幣
再
興
時
に
お
け
る
使
王
代
が
、「
兼
字
王
」
で
あ
る
。「
兼

字
王
」
は
、
正
保
四
年
以
降
、
四
十
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
伊
勢
例
幣
お
よ

び
伊
勢
臨
時
奉
幣
に
お
け
る
使
王
代
と
し
て
諸
史
料
に
現
れ
る
が
、
通
説
で

は
、
兵
庫
寮
に
て
兵
庫
頭
を
歴
任
し
た
地
下
官
人
、
河
越
家
の
源
兼
字
（
も

と
清
原
賢
充
）
が
使
王
代
を
勤
仕
し
た
際
に
称
し
た
作
名
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、「
兼
字
王
」
と
河
越
家
に
関
す
る
従
来
の
通
説
に
は
、
早
稲
田
大

学
図
書
館
蔵
「
外
記
平
田
家
文
書
」
─
─ 

よ
り
正
確
に
は
「
少
外
記
平
田

家
文
書
・
記
録
」
─
─
の
『
宣
旨
案 

并
雑
々
記
』（
整
理
番
号
「
文
書
13
／

Ｈ
69
」）
に
所
収
の
青
木
庸
行
撰
『
百
年
以
来
近
代
地
下
諸
家
伝*1

』
に
お
け

る
記
載
や
、
伊
勢
奉
幣
に
関
す
る
同
時
代
史
料
の
記
述
と
は
合
致
し
な
い
部

分
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
地
下
官
人 

兵
庫
寮
河
越
家
の
系
譜
と
、「
兼
字
王
」

の
実
体
に
つ
い
て
再
検
討
を
試
み
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
末
流
の
天
皇
後
裔
に

し
て
擬
制
的
に
皇
族
の
一
部
と
し
て
名
目
上 

扱
わ
れ
た
諸
王
（
王
氏
）
の

消
滅
後
に
お
け
る
伊
勢
奉
幣
の
使
王
代
に
関
す
る
新
知
見
を
明
ら
か
に
し
た

い*2

。

伊
勢
奉
幣
使
王
代 

兼
字
王
考

赤
　
坂
　
恒
　
明
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一　

先
行
研
究
に
主
拠
し
た
、
兼
字
王
と
兵
庫
寮
河
越
（
川
越
）
家

の
系
譜

　
「
兼
字
王
」
と
は
、「
う
も
じ
」・「
し
ゃ
も
じ
」
等
々
の
女
房
詞
さ
え
を
も

連
想
さ
せ
る
よ
う
な
、
い
か
に
も
か
り
そ
め
な
印
象
を
受
け
る
作
名
で
あ
る

が
、
こ
の
「
兼
字
」
は
「
か
ね
な
」
と
訓
む
。
例
え
ば
、『
忠
利
宿
禰
記
』
慶

安
三
年
九
月
十
一
日
条
に
、

　

例
幣
略
次
第
。･････ 
次
上
卿
以
官
人
召
外
記
（
師
定
仰
云
可
進
卜
串
之

由
）。
次
外
記
（
定
慶
）
持
參
卜
串
。
次
上
卿
仰
令
開
之
（
仰
可
使
王
某

之
内
）
兼カ
ネ

字ナ

王
也
。･････

と
あ
る
通
り
で
あ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
通
説
で
は
、
兼
字
王
は
、
兵
庫
寮
河
越
家
の
源
兼
字
（
も

と
清
原
賢
充
）
の
作
名
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
兼
字
王
に
関
す
る
先
行

研
究
で
基
礎
史
料
と
し
て
専
ら
使
用
さ
れ
て
き
た
の
は
、
江
戸
時
代
末
期
の

三
上
景
文
撰
『
地
下
家
伝*3

』
と
河
越
家
記
録
と
真
継
家
記
録
に
お
け
る
系
譜

情
報
で
あ
る
。

　

ま
ず
、『
地
下
家
伝
』
四
「
兵
庫
寮　

河
越
（
姓
源　

元
清
原
又
王
）」
に
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
（『
地
下
家
伝
』
上 

一
八
〇
頁
）。

　
　
　

源
兼
字
（
舟
橋
従
二
位
清
原
相
賢
卿
為
養
子
、
賢
在
跡
相
続
、
後
改

源
兼
字
、（
使
い
）王
兼
久
跡
続
。
依
之
兵
庫
寮
・
使
王
代〔
い

ナ
シ
〕

帯
両
役
。
実
河
越
源
重
忠
男
。　

本
清
原
賢
充
。　

母
出
納
中
原
職
忠
女
。）

　

寛
永
五
年
六
月
三
日　
　

生
。

　

同
二
十
年
九
月
二
十
日　

叙
正
六
位
上
（
十
六
歳
）。

　

同
日　
　
　
　
　
　
　
　

任
兵
部
大
允
。

　

正
保
四
年　

月　

日　
　

改
源
兼
字
。

　

･････

（
以
下
略
）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
源
兼
字
（
も
と
清
原
賢
充
）
は
「
河
越
源
重
忠
」
の
男

子
で
、
母
は
出し
ゅ
つ

納の
う

職
の
平
田
職
忠
の
女
子
で
あ
り
、
舟
橋
相
賢
の
養
子
と
な

り
、「
賢
在
」
の
遺
跡
を
相
続
し
、
更
に
、「（
使
い
）
王
兼
久
」
の
遺
跡
を
相

続
し
て
源
兼
字
と
改
め
た
と
い
う
。

　
「
賢
在
」・「
王
兼
久
」
に
つ
い
て
は
、『
地
下
家
伝
』
四
「
兵
庫
寮　

河
越
（
姓

源　

元
清
原
又
王
）」
に
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
（『
地
下
家
伝
』
上 

一
七
九
～
一
八
〇
頁
）。

　
　
　

清
原
賢
在
（
舟
橋
式
部
少
輔
清
原
秀
賢
朝
臣
為
養
子
、
教
重
跡
相
続
。

実
使
王
兼
任
次
男
。　

母
。）

　

慶
長
十
九
年　

月　

日　

生
。

　

元
和
六
年
正
月
六
日　
　

叙
従
五
位
下
（
七
歳
）。

　

同
日　
　
　
　
　
　
　
　

任
兵
庫
頭
。

　

年
月
日　
　
　
　
　
　
　

卒
。

　
　
　

王
兼
任
（
慶
長
十
四
年
臨
時
奉
幣
使
御
再
興
之
節
、
依
別
勅
被
補
王

氏
、
為
使
王
（
役
い
）、
参
向
。
于
今
連
綿
。）

　

年
月
日　
　
　
　
　
　
　

生
。

　

慶
長
十
四
年
九
月
六
日　

叙
従
六
位
下
。

　

年
月
日　
　
　
　
　
　
　

死
。
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王
兼
久
（
王
兼
任
男
。
母
。）

　

年
月
日　
　
　
　
　
　
　

生
。

　

寛
永
六
年
九
月
十
日　
　

叙
従
六
位
下
。

　

年
月
日　
　
　
　
　
　
　

死
。

　

ま
た
、源
兼
字
の
父
「
河
越
源
重
忠
」
に
つ
い
て
は
、『
地
下
家
伝
』
八
「
御

蔵
小
舎
人　

真
継
（
元
新
見　

姓
斎
部
、
元
紀
）」
に
、

　
　
　

久
忠
（（
父
左
近
い
）
親
賢
男
。
実
河
越
源
重
忠
男
）

　

元
和
二
年　
　
　
　
　
　

生
。

　

寛
永
七
年
正
月
五
日　
　

叙
正
六
位
上
（
十
五
歳
）。

　

･････

（
以
下
略
）

と
あ
り
（『
地
下
家
伝
』
上 

三
六
八
頁
）、
重
忠
の
子
で
、
源
兼
字
の
兄
に

あ
た
る
久
忠
は
、
江
戸
期
に
鋳
物
師
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る

真
継
家
を
相
続
し
て
い
る
。

　

以
上
、『
地
下
家
伝
』
の
系
譜
情
報
を
図
示
化
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

王
兼
任　
　
　
　

王
兼
久
（
一
六
二
九
年
叙
位
）

　
　
　
　
　
　
　
　

清
原
賢
在
（
一
六
一
四
年
生
）

　

河
越
源
重
忠　
　

真
継
久
忠
（
一
六
一
六
年
生
。
真
継
家
を
相
続
）

　
　
　
　
　
　
　
　

源
兼
字
（
も
と
清
原
賢
充
）（
一
六
二
八
年
生
）

　
『
地
下
家
伝
』
に
は
、
河
越
家
と
王
氏
と
の
間
に
血
縁
関
係
が
あ
る
と
は

記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
「
河
越
家
記
録
・

文
書
」『
諸
願
届
録　

従
元
文
年
中
、
至
享
保
年
中
』
所
収
の
河
越
賢
兼

（
一
七
〇
六
年
生
、一
七
七
七
年
卒
去
）「
大
嘗
祭
由
奉
幣
使
王
代
拝
命
願
書
」

に
、

一
、
王
使
御
役
之
儀
者
、
後
陽
成
院
様
依
別
勅
王
兼
任
・
王
兼
久
ニ
被
成
下
、

則
口
宣
案
拝
受
仕
、
使
王
御
用
相
勤
罷
在
候
処
、
王
兼
久
卒
去
仕
、
正
保

四
年
例
幣
御
再
興
之
節
、
王
使
御
用
可
相
勤
人
躰
被
為
在
御
詮
議
、
則
兼

久
弟
清
原
賢
充
兵
庫
寮
役
相
続
仕
罷
在
候
ニ
付
、
改
姓
・
改
名
被
為
仰
付
、

王
兼
久
跡
目
相
続
仕
、
源
兼
字
ニ
相
改
、
奉
幣
使
御
用
被
為
仰
付
、
并
兵

庫
寮
両
役
共
連
綿
仕
、
至
于
今
、
御
代
々
々
目
出
度
不
闕
ニ
御
用
相
勤
申

候
。

と
あ
る*4

よ
う
に
、
後
世
の
河
越
家
の
主
張
で
は
、
清
原
賢
充
（
源
兼
字
）
は

「
王
兼
久
」
の
弟
で
あ
る
と
さ
れ
る*5

。

　
「
王
兼
任
」
と
「
王
兼
久
」
は
、
伊
勢
臨
時
奉
幣
の
使
王
と
し
て
、
同
時

代
史
料
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
兼
任
王
」・「
兼
久
王
」
と
見
え
る
が
、
彼
ら
に
つ

い
て
は
次
章
に
お
い
て
検
討
す
る
。

　

さ
て
、
源
兼
字
の
父
、
河
越
重
忠
の
出
自
は
、
真
継
家
の
家
伝
に
記
載
が

あ
る
こ
と
が
、
藤
森
馨
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
名
古

屋
大
学
所
蔵「
真
継
家
文
書
」三
九
号 

真
継
能
弘『
家
伝（
加
今
案
禁
他
見
）』

に
よ
る
と
、
河
越
重
忠
の
父
は
、
松
永
久
秀
の
旧
臣
、
河
越
宗
也
（
本
名
、

重
宗
）
で
あ
り
、
宗
也
は
、「
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
の
松
永
家
滅
亡
後
、

京
都
に
住
居
し
、
娘
が
平
田
職
忠
に
嫁
し
た
た
め
、
平
田
家
に
同
居
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
平
田
職
忠
と
河
越
宗
也
の
娘
と
の
間
に
誕

生
し
た
娘
が
、
さ
ら
に
宗
也
の
子
息
重
忠
に
嫁
し
、
真
継
久
忠
と
兼
字
を
生

ん
だ
の
で
あ
る*6

」
と
い
う
。

　

重
忠
の
父
、河
越
宗
也
に
つ
い
て
は
、『
地
下
家
伝
』八「
出
納　

平
田　
（
姓
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中
原
）」
に
、「
職
在
（
職
忠
男
。
母
河
越
宗
也
女
）」
と
あ
り
（『
地
下
家
伝
』

上 

三
五
四
頁
）、
こ
の
真
継
家
の
家
伝
と
矛
盾
し
て
い
な
い
。

　

河
越
宗
也　
　
　
（
女
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
田
職
在

　
　
　
　
　
　
　
　

平
田
職
忠　
　
　

（
女
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
継
久
忠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
越
重
忠　
　
　

源
兼
字

　

し
か
し
、こ
の
続
柄
に
は
、年
代
に
お
い
て
疑
問
点
が
あ
る
。『
地
下
家
伝
』

に
よ
る
と
、
平
田
職
忠
は
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
生
ま
れ
、
真
継
久
忠
は

元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
生
ま
れ
で
あ
り
、
両
者
の
年
齢
差
は
三
十
六
歳
で

あ
る
。
職
忠
の
子
、
職
在
が
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と

を
勘
案
す
る
と
、
真
継
久
忠
ら
の
母
を
平
田
職
忠
の
女
子
と
す
る
こ
と
に
は
、

や
や
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
可
能
性
と
し
て
有
り
得
る
の
は
、
①

《
職
忠
の
女
子
は
河
越
重
忠
の
後
妻
で
、
久
忠
の
母
は
河
越
重
忠
の
先
妻
で

あ
る
》
か
、
②
《
職
忠
の
女
子
は
、
実
の
女
子
で
は
な
く
、
養
子
で
あ
る
》

か
の
何
れ
か
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
同
時
代
史
料
に
は
、
源
兼
字
の
前
名
と
さ
れ
る
清
原
賢
充
を
、
清

原
氏
で
は
な
く
中
原
氏
と
明
記
す
る
も
の
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
藤
森
馨

氏
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
國
學
院
大
学
所
蔵
「
賢
充
宛
明
正
天
皇

口
宣
案
」
に
よ
れ
ば
、
四
代
兼
字
は
寛
永
二
十
年
九
月
二
十
日
に
正
六
位
上

に
叙
さ
れ
、
兵
庫
允
に
任
官
し
て
い
る
が
、「
中
原
賢
充
」
と
あ
り
、
母
方
平

田
家
の
本
姓
「
中
原
」
を
称
し
て
お
り
、清
原
姓
に
は
な
っ
て
い
な
い
」（
藤

森
馨 

二
〇
〇
八 

183
頁
）。

　

さ
ら
に
、『
地
下
家
伝
』
で
は
、
清
原
賢
充
は
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
に

源
兼
字
と
改
姓
名
し
た
と
さ
れ
る
が
、
同
時
代
の
記
録
史
料
よ
り
、
そ
れ
以

後
も
「
中
原
賢
充
」
が
「
兼
字
王
」
の
作
名
で
伊
勢
使
王
代
を
勤
仕
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
る*7

。

　

実
は
、「
源
兼
字
」
も
「
清
原
賢
充
」
も
、
管
見
の
限
り
、
後
世
の
文
献
に

し
か
現
れ
な
い
人
名
で
あ
り
、
同
時
代
史
料
か
ら
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
後
世
に
作
成
さ
れ
た
家
伝
や
『
地
下
家
伝
』
の
記
載
は
、

同
時
代
文
献
と
の
間
に
少
な
か
ら
ぬ
齟
齬
が
あ
る
。
従
っ
て
、
兼
字
王
と
兵

庫
寮
河
越
（
川
越
）
家
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
文
献
に
、
ま
た
は
、

先
行
研
究
で
使
用
さ
れ
た
史
料
よ
り
も
成
立
年
代
が
古
い
文
献
に
基
づ
い
て

再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

二　
『
百
年
以
来
近
代
地
下
諸
家
伝
』
と
「
真
継
系
圖
近
代
写
」
に
お

け
る
河
越
家
と
真
継
家

　

ま
ず
、
兵
庫
寮
河
越
家
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
系
譜
・
伝
記
情
報
を
伝
え

る
史
料
と
し
て
注
目
に
値
す
る
の
が
、
前
述
の
青
木
庸
行
撰
『
百
年
以
来
近

代
地
下
諸
家
伝
』
で
あ
る
（
赤
坂
恒
明 

二
〇
一
一 

20
頁
）。
少
外
記
平
田

家
に
伝
来
し
た
本
史
料
は
、
原
形
が
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
に
成
立
し*8

、

『
地
下
家
伝
』
に
は
見
ら
れ
な
い
貴
重
な
情
報
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
が
、

川
越
（
河
越
）
家
の
系
譜
情
報
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
三
八
葉
表
】
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
　

中
原　
川
越　

兵
庫
寮

　

職
廣　
平
田
兵
庫
頭　

實
出
納
大
蔵
少
輔
職
定
朝
臣
次
男
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實
職
廣
外
孫

　

賢
在ア
キ　

従
五
位
下
兵
庫
頭

實
賢
在
弟　
　

玄
偉
ノ
弟
也

　

賢
充　
従
五
位
下
兵
庫
頭
奉
仕
八
條
殿

賢
充
子

　

賢
長　
従
五
位
下　

兵
庫
頭

　
　
改
名
兼
躬　
享
保
十
四
年
六
月
廿
一
日
卒
六
十 

号
甫
躬
浄
兼

　

賢
兼　
正
六
位
下 

兵
庫
権
助　

將
任
兵
庫
頭

　
　
　
　
元
文
二
正
月
廿
八
日
従
五
位
上
職
事
規
長

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

こ
こ
に
は
、
川
越
（
河
越
）
家
は
中
原
氏
と
さ
れ
て
お
り
、
同
家
が
清
原

氏
・
源
氏
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
記
載
は
全
く
存
在
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

賢
充
が
「
兼
字
」
に
改
名
し
た
と
も
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
地
下
家
伝
』
に
挙

げ
ら
れ
て
い
る
「
王
兼
任
」
も
「
王
兼
久
」
も
見
え
な
い
。

　

本
史
料
に
お
い
て
初
代
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
出
納
の
平
田
職

定
の
次
男
と
さ
れ
る
平
田
兵
庫
頭
職
廣
で
あ
り
、
第
二
代
と
な
る
賢
在
は
職

廣
の
外
孫
と
さ
れ
、
第
三
代
の
賢
充
は
「
玄
偉
」
の
弟
で
、
実
は
賢
在
の
弟

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

賢
充
を
賢
在
の
弟
と
す
る
の
は
、
前
述
の
「
河
越
家
記
録
・
文
書
」『
諸

願
届
録　

従
元
文
年
中
、
至
享
保
年
中
』
所
収
の
河
越
賢
兼
「
大
嘗
祭
由
奉

幣
使
王
代
拝
命
願
書
」
に
お
け
る
、「
源
兼
字
」（
即
ち
賢
充
）
を
、
賢
在
の

兄
と
さ
れ
る
「
兼
久
王
」
の
弟
と
す
る
主
張
と
も
、
矛
盾
し
て
い
な
い
。

　

ま
ず
、
平
田
職
定
の
次
男
と
さ
れ
る
職
廣
は
、『
百
年
以
来
近
代
地
下
諸
家

伝
』
の
「
中
原　

深
尾　

行
事
所
」
に
、深
尾
家
の
初
代
と
し
て
、「
職
廣
（
出

納
大
蔵
大
甫
職
定
朝
臣
次
男
／
平
田
兵
庫
頭
）」
と
見
え
（
五
五
葉
裏
）、『
地

下
家
伝
』
八
「
蔵
人
所
行
事
所　

深
尾
（
元
平
田
／
姓
中
原
）」
に
深
尾
家

の
初
代
と
し
て
見
え
る
「
職
久
（
出
納
大
蔵
大
輔
中
原
職
定
次
男
）」（『
地

下
家
伝
』上 

三
八
三
～
三
八
四
頁
）と
同
一
人
で
あ
る
。
こ
の
平
田
職
久（
職

廣
）
に
は
子
が
多
く
、
少
外
記
平
田
家
の
初
代 

生
職
や
、
御
蔵
小
舎
人
の

粟
津
家
の
初
代 

職
善
の
ほ
か
、
出
納
平
田
家
を
継
い
だ
職
忠
も
、
職
久
の

子
で
あ
る*9

。

　

前
述
の
よ
う
に
、通
説
で
は
、真
継
久
忠
と
「
源
兼
字
」（
即
ち
中
原
賢
充
）

の
母
は
、
平
田
職
忠
の
女
子
と
さ
れ
て
い
る
が
、
年
代
の
点
で
疑
問
が
あ
っ

た
。
し
か
し
、
本
史
料
に
よ
る
と
、
賢
在
の
母
は
職
廣
（
職
久
）
の
女
子
で

あ
る
の
で
職
忠
の
姉
妹
に
あ
た
り
、
賢
充
は
賢
在
の
弟
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、

賢
充
の
母
も
、賢
在
の
母
で
あ
る
職
忠
の
姉
妹
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。従
っ

て
、
真
継
久
忠
と
中
原
賢
在
（
通
説
で
は
清
原
賢
在
）
と
中
原
賢
充
（
通
説

で
は
清
原
賢
充
、
源
兼
字
）
は
三
兄
弟
で
あ
り
、
彼
ら
の
母
は
、
平
田
職
忠

の
妹
で
あ
る
が
、
兄 

職
忠
の
養
子
と
な
っ
た
、
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
真
継
久
忠
に
つ
い
て
、『
百
年
以
来
近
代
地
下
諸
家
伝
』
に
は
、
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

【
五
二
葉
裏
】
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
　
　
　

紀　
真
継　

御
倉
小
舎
人

　

康
綱
源
氏
從
五
下 

美
濃
守

　

久
忠
源
氏
從
五
上 

伊
与
守 

母
出
納
職
忠
女
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姓
改
紀

　

玄
弘　

從
五
下 

宮
内
大
丞

　
･････

（
以
下
略
）

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

こ
こ
で
は
、
真
継
久
忠
の
母
は
、
通
説
と
同
じ
く
「
出
納
職
忠
女
」
と
さ

れ
て
い
る
が
、
職
忠
の
養
子
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
本
史
料
に
は
、
久
忠
は
紀
氏
で
な
く
源
氏
で
あ
り
、
紀
氏
に
改
め

た
の
は
、
久
忠
の
次
代
の
玄
弘
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
玄
弘
は
、『
地
下
家
伝
』
八
「
御
蔵
小
舎
人　

真
継
（
元
新
見　

姓
斎

部
、元
紀
）」
に
「
玄
以
〔
弘
い

〕（（
父
伊
予
守
い

）
久
忠
男
。
母
（
右
京
進
い

）

康
利
女
）」
と
あ
り
（『
地
下
家
伝
』
上 
三
六
八
頁
）、
諱
を
「
玄
以
」
と
す

る
所
伝
も
見
ら
れ
る
。『
百
年
以
来
近
代
地
下
諸
家
伝
』
に
お
け
る
中
原
賢

充
へ
の
注
記
「
実
賢
在
弟　

玄
偉
ノ
弟
也
」
の
「
玄
偉
」
と
は
、
漢
音
で
同

音
で
あ
る
「
玄
以
」
と
同
じ
か
、
ま
た
は
、「
玄
弘
」
の
誤
記
で
あ
る
か
、
の

い
ず
れ
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
原
賢
充
（
真
継
久
忠

の
弟
）
は
、
真
継
玄
弘
（
久
忠
の
子
）
の
「
弟
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。

　
『
地
下
家
伝
』
に
よ
る
と
、
賢
充
と
玄
弘
の
生
年
は
、
そ
れ
ぞ
れ
寛
永
五

年
（
一
六
二
八
）
と
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
で
あ
る
の
で
、
賢
充
が
玄

弘
の
「
弟
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
、
賢
充

が
兄 

久
忠
の
養
子
ま
た
は
猶
子
に
な
っ
た
た
め
、
系
図
上
は
久
忠
の
子
で

真
継
家
の
跡
を
継
い
だ
玄
弘
の
弟
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
、
と
推
測
す
る

こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
久
忠
は
、
本
来
な
ら
ば
真
継
家

を
相
続
す
る
立
場
に
な
か
っ
た
。
久
忠
（
一
六
一
六
年
生
）
の
妻
の
兄
弟 

親
賢
（
一
六
二
二
年
生
）
が
、
真
継
家
を
離
れ
、
青
蓮
院
宮
尊
純
法
親
王
に

仕
え
て
青
蓮
院
坊
官
（
谷
家
）
と
な
っ
た
た
め
、
久
忠
が
真
継
家
を
継
承
し

た
の
で
あ
っ
た
（
笹
本
正
治 

一
九
九
六 

62
～
63
頁
）。
恐
ら
く
賢
充
は
、

兄 

久
忠
が
真
継
家
を
相
続
し
て
河
越
家
を
離
れ
た
後
に
河
越
家
を
継
承
し

た
の
で
、
久
忠
の
養
子
ま
た
は
猶
子
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
少
外
記
平
田
家
に
伝
来
し
た
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
「
外
記

平
田
家
文
書
」
に
は
、
真
継
家
と
河
越
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い

る
史
料
が
存
在
す
る
。
即
ち
、「
真
継
系
圖
近
代
写
」（
整
理
番
号
「
文
書
13

／
Ｋ
3
／
9
」）
で
あ
る
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

康
綱

従
五
位
下

忌
部
職
自
是
仁
御
預
御
藏
美
濃
守

法
名
寛
永
元
子
ノ
年
十
月
廿
日

月
峯
浄
心　
七
十
才
余

親
當

従
五
位
下

御
藏
右
京
亮

法
名
寛
永
六
巳
年
七
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　

三
十
六
才

超
勝
院
應
榮
咸

親
賢

正
六
位
下　
　
　
　

  

御
藏
左
近

　
　
　
　
　
　
　

青
蓮
院
宮
坊
官
相
勤

法
名
寛
文
元
丑
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　

四
十
才

清
性
院
法
眼
位
泰
音

久
忠　

従
五
位
上

御
藏
兵
部
少
丞
法
名
延
宝
六
年
牛
ノ
七
月
六
日

久
岩
忠
意　
六
十
三
才

　
　
　
　
　
　
久
忠
弟　
従
五
位
上　
　
　

伊
豫
守

　
　
　
　
　
　

 

兼
字　
河
越
兵
庫
頭
─
─
─ 

兼
躬  

同

玄
弘　

従
五
位
下

御
藏
宮
内
少
丞　

貞
享
元
子
年
七
月
十
五
日

玄
幽
弘
意　
四
十
四
才

　
　
　
　
　
　
　
河
越
源
五
郎

　
　
　
　
　
　

 
行
忠
カ　
イ

久  

法
名
浄
清

　
　
　
　
　
　
　

 
玄
弘
弟
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珍
弘

矩
弘

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

こ
こ
に
は
、「
玄
弘
弟
」
と
し
て
「
河
越
源
五
郎
」
の
袖
書
き
が
あ
る
「
行

忠
カ　
イ

久 

法
名
浄
清
」
と
い
う
、
河
越
家
の
歴
代
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
人

名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
玄
弘
弟
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
見
慣
れ
ぬ

人
名
は
、
中
原
賢
充
（
通
説
で
言
う
源
兼
字
）
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う*10

。「
行
忠
カ　
イ

久
」
と
は
、「
行
忠
か
、
ま
た
は
行
久
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
が
、恐
ら
く
賢
充
の
前
名
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
河
越
源
五
郎
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
時
代
史
料
や
『
百
年
以
来
近
代
地
下
諸
家
伝
』
か
ら

中
原
氏
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
河
越
家
は
、
本
来
の
氏
が
源
氏
で
あ
っ

た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
賢
充
」
と
い
う
諱
は
、
兄 

賢
在
の
跡
を
継

い
だ
際
の
改
名
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う*11

。

　

従
っ
て
、
初
期
の
河
越
家
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
推
測
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、《
河
越
源
重
忠
の
男
子
（
母
は
平
田
職
廣

（
職
久
）
の
女
子
（
兄 

職
忠
の
養
子
））
の
う
ち
、「
次
男
」
の
中
原
賢
在

（
一
六
一
四
年
生
）
は
、外
祖
父 

中
原
職
廣
（
職
久
）
よ
り
兵
庫
寮
を
相
続
し
、

氏
も
中
原
氏
を
称
し
た
。
賢
在
の
弟
の
源
久
忠
（
一
六
一
六
年
生
）
は
河
越

家
を
継
承
し
た
が
、
妻
の
実
家
で
あ
る
真
継
家
を
相
続
し
た
た
め
に
河
越
家

を
離
れ
た
（
氏
は
源
氏
の
ま
ま
）。
そ
こ
で
、
河
越
家
の
跡
は
、
五
男
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
源
五
郎
行
忠
（
ま
た
は
行
久
）
が
継
承
し
た
。
し
か
し
、

兵
庫
寮
の
中
原
賢
在
が
早
世
し
た
た
め
、
源
行
忠
（
ま
た
は
行
久
）
が
兵
庫

寮
を
継
い
で
、
中
原
賢
充
と
改
氏
・
改
名
し
た
が
、
苗
字
は
河
越
（
川
越
）

を
使
用
し
た
》、
と
。

三　

兼
任
王
と
兼
久
王

　

以
上
、
少
外
記
平
田
家
に
伝
来
し
た
二
点
の
史
料
、『
百
年
以
来
近
代
地
下

諸
家
伝
』
と
「
真
継
系
圖
近
代
写
」
か
ら
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
事

実
を
確
認
、
ま
た
、
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
次
に
、
そ
れ
ら
を
踏
ま

え
た
上
で
、『
地
下
家
伝
』
に
お
い
て
河
越
家
の
祖
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

「
王
兼
任
」・「
王
兼
久
」
父
子
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
彼
ら
は
、
伊
勢
臨
時
奉
幣
の
使
王
と
し
て
、
同
時
代
史

料
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
兼
任
王
」・「
兼
久
王
」
と
見
え
る
が
、
そ
れ
ら

は
、
日
記
に
引
用
さ
れ
た
宣
命
案
の
位
署
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る*12

。

兼
任
王
は
、
慶
長
十
四
年
九
月
一
日
に
伊
勢
に
参
向
し
た
こ
と
が
藤
森
馨 

二
〇
〇
八 

に
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
187
頁
）、
少
な
く
と
も
、
位
署
に
記
さ
れ

て
い
る
だ
け
の
紙
上
の
架
空
人
名
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

彼
ら
が
実
在
の
王
で
あ
る
か
、
使
王
代
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
藤
森
馨 

氏
は
、「
も
し
、
兼
任
王
・
兼
久
王
父
子
が
作
名
で
は
な
く
実
在
し
た
人
物
で

あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
諱
か
ら
考
え
て
、
こ
う
し
た
王
氏
【
引
用
者
注
、
村
上
王

氏
も
し
く
は
花
山
王
氏
】
の
末
裔
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
ま
た
、
実
在
し
な
い
作
名
と
す
れ
ば
、
兼
任
王
・
兼
久
王
と
い

う
王
名
が
作
名
さ
れ
た
理
由
は
、「
兼
」
を
通
字
と
す
る
王
氏
が
前
代
に
多
数

存
在
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」（
藤
森
馨 

二
〇
〇
八 

190

頁
）
と
し
て
、
彼
ら
の
実
在
性
に
つ
い
て
は
判
断
を
保
留
し
て
い
る
。

　

兼
任
王
・
兼
久
王
の
実
在
性
に
つ
い
て
は
、
赤
坂
恒
明 

二
〇
一
四 

で
既

に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
王
氏
は
室
町
後
期
に
伊
勢
使
王
を
勤
仕
し
た
兼
盛
王

を
最
後
に
消
滅
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
作
名
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
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事
実
、
兼
久
王
に
つ
い
て
は
、『
孝
亮
宿
禰
記
』
寛
永
六
年
九
月
十
六
日
戊

戌
条
に
「
忌
部
代
従
六
位
下
忌
部
【
斎
部
】
宿
禰
親
頼
、
使
王
代
從
六
位
下

兼
久
王
」、『
孝
亮
宿
禰
記
』
寛
永
七
年
九
月
五
日
条
に
「
忌
部
代
親
賢
（
従

六
位
下
）、
使
王
代
兼
久
王
（
同
）」
と
あ
り
、
実
在
の
王
で
は
な
く
、
代
役

の
使
王
代
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
兼
任
王
も
使
王
代

で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

で
は
、「
兼
任
王
」
と
「
兼
久
王
」
は
、
誰
に
対
す
る
作
名
で
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

初
期
の
河
越
家
と
親
族
関
係
が
あ
っ
た
真
継
家
は
、
伊
勢
臨
時
奉
幣
の
使

王
代
と
齋
部
使
を
、
共
に
真
継
家
が
勤
仕
し
た
と
主
張
し
て
い
る
。
即
ち
、

慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
九
月
十
六
日
の
伊
勢
一
社
奉
幣
と
、
慶
長
十
六

年
四
月
五
日
の
後
水
尾
院
御
即
位
由
奉
幣
に
お
け
る
使
王
代
「
兼
任
王
」
は

真
継
美
濃
守
康
綱
（
康
總
）
で
あ
り
、
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
九
月
十
六

日
の
伊
勢
一
社
奉
幣
と
、
寛
永
七
年
九
月
五
日
の
明
正
院
御
即
位
由
奉
幣
に

お
け
る
使
王
代
「
兼
久
王
」
は
、
康
綱
の
子 

真
継
康
利
で
あ
り
、
更
に
、

寛
永
二
十
年
十
月
十
八
日
の
後
光
明
院
御
即
位
由
奉
幣
で
は
、
康
利
の
子 

真
継
親
賢
（
久
忠
の
妻
の
兄
弟
）
が
「
兼
春
王
」
と
し
て
使
王
代
を
勤
仕
し

た
、
と
さ
れ
る*13

。

　

し
か
し
、『
慶
長
御
遷
宮
日
次
』「
一
社
奉
幣
次
第
」
に
よ
る
と
「
真
継
美

濃
守
」
康
總
（
康
綱
）
が
勤
仕
し
た
の
は
斎
部
使
で
あ
り
、使
王
（
兼
任
王
）

は
別
人
で
あ
る
（
藤
森
馨 

二
〇
〇
八 

187
頁
）。
よ
っ
て
、
藤
森
馨
氏
も
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
真
継
家
の
所
伝
は
事
実
で
あ
る
と
は
考
え
難
い
。

　

兼
任
王
と
兼
久
王
の
比
定
に
つ
い
て
は
、
私
が
現
在 

把
握
し
て
い
る
同

時
代
史
料
を
見
る
限
り
で
は
、
判
然
と
し
な
い
。
そ
こ
で
、
同
時
代
史
料
で

は
な
い
が
、
前
章
で
検
討
し
た
『
百
年
以
来
近
代
地
下
諸
家
伝
』
と
「
真
継

系
圖
近
代
写
」
の
記
載
に
基
づ
い
て
通
説
を
補
正
し
た
、
河
越
家
と
真
継
家

の
系
譜
に
基
づ
い
て
、
兼
任
王
と
兼
久
王
が
誰
の
作
名
で
あ
っ
た
か
を
検
討

す
る
。

　

ま
ず
、
兼
久
王
に
つ
い
て
。『
地
下
家
伝
』
に
よ
る
と
、「
王
兼
任
男
」
と

さ
れ
る
「
王
兼
久
」
即
ち
兼
久
王
（
生
年
不
明
）
は
、「
使
王
兼
任
次
男
」
と

さ
れ
る
「
清
原
賢
在
」
即
ち
中
原
賢
在
（
一
六
一
四
年
生
）
と
、
兄
弟
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
中
原
賢
在
の
兄
弟
は
、
真
継
久
忠
と
中
原
賢

充
で
あ
る
。
中
原
賢
充
は
、正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
の
例
幣
で
「
兼
字
王
」

と
し
て
初
め
て
使
王
代
を
勤
仕
し
た
の
で
、「
兼
久
王
」
で
は
な
い
。
従
っ
て
、

「
兼
久
王
」
は
、
真
継
久
忠
に
比
定
さ
れ
る
。

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
久
忠
は
、
義
兄
弟
の
紀
親
賢
（
一
六
二
二
年
生
）

が
真
継
家
か
ら
離
れ
た
た
め
に
真
継
家
を
相
続
し
た
。「
兼
久
王
」
が
最
初

に
使
王
代
と
な
っ
た
の
は
一
六
二
九
年
で
あ
る
の
で
、
久
忠
が
「
兼
久
王
」

で
あ
る
と
い
う
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、
そ
れ
は
、
彼
が
真
継
家
を
相
続
す
る

以
前
、
ま
だ
河
越
と
称
し
て
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
真
継

家
を
相
続
し
た
久
忠
に
、
か
つ
て
使
王
代
を
勤
仕
し
た
経
歴
が
あ
る
こ
と
を

背
景
に
、
真
継
家
が
使
王
代
を
勤
仕
し
た
と
主
張
す
る
真
継
家
の
家
伝
が
造

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
兼
任
王
に
つ
い
て
。
兼
久
王
に
比
定
さ
れ
る
河
越
久
忠
の
父
は
、

河
越
源
重
忠
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
兼
久
王
の
父
と
さ
れ
る
兼
任
王
は
、
河
越

重
忠
に
比
定
さ
れ
る
。
こ
の
推
定
は
、
後
世
に
創
作
さ
れ
た
真
継
家
の
家
伝

を
除
け
ば
、
少
な
く
と
も
、
他
の
文
献
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
。

　

河
越
重
忠
は
、
松
永
氏
の
遺
臣
で
あ
る
河
越
宗
也
（
源
重
宗
）
の
子
で
あ

る
が
、
地
下
官
人
、
中
原
氏
の
女
子
を
妻
と
し
て
い
た
関
係
で
、
朝
廷
と
の

関
係
が
生
じ
、
使
王
代
を
勤
仕
す
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
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う
。
し
か
し
、
重
忠
が
使
王
代
を
勤
仕
し
た
理
由
が
、
中
原
氏
と
の
縁
戚
関

係
の
み
と
す
る
の
は
、
根
拠
が
不
足
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
や
は
り
、

河
越
家
自
体
に
、
使
王
代
を
勤
仕
す
る
た
め
の
由
緒
が
あ
っ
た
、
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

実
は
、
王
氏
と
関
係
が
あ
っ
た
「
河
越
氏
」
が
、
か
つ
て
存
在
し
た
。
そ

れ
は
、
東
大
寺
領
播
磨
国
大
部
庄
の
公
文
職
を
相
伝
し
た
王
氏
で
あ
る*14

。
彼

ら
は
、
鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
初
期
に
か
け
て
公
文
職
の
相
伝
を
め
ぐ
り
骨
肉

の
争
い
を
演
じ
、
相
論
の
末
期
に
、
王
氏
の
外
孫
女
を
娶
っ
た
「
河
越
兵
衛

三
郎
隆
俊
」
な
る
人
物
が
現
れ
る
。
こ
の
河
越
氏
は
、
大
部
庄
ま
た
は
そ
の

周
辺
地
域
に
お
け
る
在
地
勢
力
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
一
切

不
明
で
あ
る
。
も
し
河
越
宗
也
と
そ
の
子
重
忠
が
、
播
磨
国
大
部
庄
の
王
氏

外
孫
女
を
娶
っ
た
河
越
氏
の
子
孫
な
い
し
一
族
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
王
氏

の
外
裔
ま
た
は
縁
戚
者
と
し
て
使
王
代
に
選
ば
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
播
磨
国
大
部
庄
の
王
氏
外
孫
女
を
娶
っ
た
河
越
氏
の
子
孫
が
織
豊
期

ま
で
続
き
、
松
永
久
秀
の
家
臣
と
な
っ
た
経
緯
を
示
す
史
料
的
根
拠
は
、
現

時
点
で
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
説
は
単
な
る
憶
測
に
過

ぎ
な
い
が
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
蓋
然
性
が
あ
る
仮
説
と
し
て
提
示
し
て
お
き

た
い
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、兼
任
王
と
兼
久
王
を
河
越
家
の
源
重
忠
と
源
久
忠（
後

に
真
継
家
を
相
続
）
に
比
定
す
る
こ
と
は
、
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
兼
任
王
と
兼
久
王
の
実
体
が
不
明
と
な
っ
た
の
は
、
元
来
、
使
王
代

が
所
詮
そ
の
場
限
り
の
代
役
に
過
ぎ
ず
、
河
越
家
に
お
い
て
も
代
々
相
続
す

べ
き
家
職
と
は
長
ら
く
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。『
百
年

以
来
近
代
地
下
諸
家
伝
』「
中
原　

川
越　

兵
庫
寮
」（
下
限
は
中
原
賢
兼
）

に
使
王
代
に
つ
い
て
の
記
載
が
な
い
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
十
八
世
紀
の
賢
兼
の
代
に
至
り
、
忌
部
代
を
勤
仕
し
た
真
継
家
が

元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
に
齋
部
氏
へ
の
改
氏
を
果
た
し
た
（『
地
下
家
伝
』

八
「
御
蔵
小
舎
人　

真
継
（
元
新
見　

姓
斎
部
、
元
紀
）」
親
弘
。
上 

三
六
九
頁
）
こ
と
に
対
抗
す
る
か
の
如
く
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）、
王

氏
へ
の
改
姓
を
請
願
す
る
に
至
っ
た
（
嶋
津
宣
史 

一
九
九
五 

101
～
102
頁
）

が
、
も
と
よ
り
河
越
家
に
は
、
兼
任
王
・
兼
久
王
の
身
元
に
関
す
る
正
確
な

知
識
は
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

四　

使
王
代
、
兼
字
王
の
実
体

　

次
に
、
中
原
賢
充
が
使
王
代
を
勤
仕
し
た
際
に
作
名
と
し
て
用
い
た
と
さ

れ
る
「
兼
字
王
」
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
。

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
原
賢
充
は
、
通
説
で
は
中
原
氏
で
な
く
清
原
氏

で
あ
る
と
さ
れ
、
正
保
四
年
に
「
源
兼
字
」
に
改
氏
・
改
名
し
た
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
改
氏
・
改
名
は
、
同
年
の
伊
勢
例
幣
再
興
に
際
し
、
賢
充
が
「
兼

字
王
」
の
作
名
で
使
王
代
を
勤
仕
す
る
こ
と
に
伴
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
通
説
的
理
解
は
、
三
上
景
文
撰
『
地
下
家
伝
』
と

河
越
家
記
録
と
真
継
家
記
録
に
お
け
る
、
後
世
の
系
譜
情
報
の
記
載
に
基
づ

い
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
代
文
献
に
拠
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

　

同
時
代
文
献
に
基
づ
き
、「
兼
字
王
」
と
そ
の
周
辺
を
再
検
討
し
て
、
ま
ず

最
初
に
気
付
く
の
は
、「
兼
字
王
」
と
は
、
中
原
賢
充
だ
け
が
使
用
し
た
作
名

で
は
な
か
っ
た
、と
い
う
事
実
で
あ
る
。 

例
え
ば
、明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）

正
月
十
九
日
の
後
西
院
即
位
由
奉
幣
で
は
、『
忠
利
宿
禰
記
』
同
日
条
に
「
使

王
從
五
位
下
兼
字
王
。
是
ハ
左
官
掌
子
亮
房
也
」
と
あ
り
、
萬
治
二
年

（
一
六
五
九
）
九
月
十
一
日
の
例
幣
で
は
、『
忠
利
宿
禰
記
』
同
日
条
に
「
使

王
代
主
殿
民
部
職
行
、
宣
命
ニ
ハ
王
從
五
位
下
兼
字
王
」
と
あ
り
、
そ
れ
ぞ
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れ
小
野
亮
房
と
小
野
職
行
が
「
兼
字
王
」
と
し
て
使
王
代
を
勤
仕
し
て
い
る
。

同
様
の
事
例
は
、
他
に
も
挙
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
正
保

四
年
の
例
幣
再
興
後
、
約
四
十
年
間
に
わ
た
り
、
使
王
代
の
作
名
と
し
て
最

も
多
く
用
い
ら
れ
た
「
兼
字
王
」
は
、
特
定
の
個
人
、
中
原
賢
充
に
対
す
る

専
有
の
作
名
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、中
原
賢
充
が
「
源
兼
字
」

に
改
氏
・
改
名
し
た
と
す
る
、
家
伝
等
に
基
づ
い
た
従
来
の
通
説
に
は
、
大

い
に
問
題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

一
方
、
逆
に
、
中
原
賢
充
が
、「
兼
字
王
」
で
な
く
他
の
作
名
で
使
王
代
を

勤
仕
し
た
事
例
も
あ
る
。
例
え
ば
、
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
九
月
十
一

日
の
例
幣
で
は
、『
恒
例
臨
時
公
事
抄
』
四
（
内
閣
文
庫 

古
５
─

249
）
に
「
使

王
従
五
位
下
當
兼
王
（
作
名
也
）
兵
庫
頭
賢
充
勤
之
」
と
あ
り
、「
当
兼
王
」

を
作
名
と
し
て
用
い
た
。
こ
ち
ら
で
も
同
様
の
事
例
を
他
に
挙
げ
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る*15

。

　

以
上
よ
り
、
正
保
四
年
の
伊
勢
例
幣
再
興
時
に
、「
清
原
賢
充
」（
正
し
く

は
中
原
賢
充
）
が
「
兼
字
王
」
の
作
名
で
使
王
代
を
勤
仕
す
る
の
に
合
わ
せ

て
「
源
兼
字
」
と
改
氏
・
改
名
し
た
と
い
う
通
説
的
な
理
解
は
、
同
時
代
の

記
録
に
拠
る
限
り
で
は
、
不
適
切
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

事
実
、
改
氏
に
つ
い
て
は
、『
百
年
以
来
近
代
地
下
諸
家
伝
』
に
よ
る
と
、

河
越
家
は
、
河
越
賢
兼
の
代
に
至
る
ま
で
中
原
氏
で
あ
り
、
源
氏
に
改
氏
し

た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
河
越
家
が
中
原
氏
か
ら
源
氏
に
改

氏
し
た
の
は
、
賢
兼
の
代
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
既
述
の
よ
う
に
、
河
越
賢

兼
は
、
宝
暦
五
年
十
月
に
王
氏
へ
の
改
姓
を
願
い
出
て
い
る
（
嶋
津
宣
史 

一
九
九
五 

101
～
102
頁
）
が
、
皇
族
の
末
流
た
る
王
氏
へ
の
改
姓
が
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
代
わ
り
に
、
源
氏
へ
の
改
姓
が
認
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
憶
測
さ
れ
る*16

。

　

一
方
、
改
名
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、『
百
年
以
来

近
代
地
下
諸
家
伝
』
に
は
、
中
原
賢
充
が
「
源
兼
字
」「
兼
字
王
」
に
改
名

し
た
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、本
史
料
の
編
纂
者 

青
木
庸
行
が
、

作
名
「
兼
字
王
」
に
対
す
る
正
確
な
知
識
を
持
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
賢
充
に
対
す
る
個
人
名
と
し
て
、
後
世
の

家
伝
等
に
お
い
て
「
兼
字
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
不
正
確
で
あ
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
作
名
「
兼
字
王
」
が
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
た
當
時
に
お
い

て
は
、
使
王
代
の
作
名
と
、
勤
仕
し
た
個
人
と
の
間
に
は
、
特
定
の
専
有
関

係
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
使
王
代
を
勤
仕
す
る
の
が
主
に
中
原
賢
充
で

あ
り
、
使
王
代
の
作
名
と
し
て
専
ら
用
い
ら
れ
た
の
が
「
兼
字
王
」
で
あ
っ

た
た
め
、
時
代
の
経
過
と
共
に
、「
兼
字
王
」
に
対
す
る
正
確
な
知
識
が
忘
却

さ
れ
、
後
世
に
お
い
て
、「
兼
字
」
は
賢
充
が
改
名
し
た
個
人
名
で
あ
る
と
認

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

伊
勢
例
幣
が
再
興
さ
れ
、
伊
勢
臨
時
奉
幣
を
も
含
め
、
伊
勢
へ
の
奉
幣
が

恒
例
化
す
る
に
伴
い
、
河
越
家
は
、
代
々
使
王
代
を
勤
仕
す
る
家
と
し
て
の

自
己
認
識
を
強
め
、
河
越
賢
兼
の
代
に
は
、
斎
部
代
を
勤
仕
し
た
真
継
家
が

斎
部
宿
禰
に
改
氏
姓
し
た
影
響
を
も
受
け
、
過
去
の
家
例
を
整
理
し
た
が
、

そ
の
過
程
に
お
い
て
、
既
に
本
義
が
忘
却
さ
れ
て
い
た
「
兼
字
王
」
が
取
り

上
げ
ら
れ
、
河
越
家
の
家
伝
に
、
誤
っ
た
形
で
採
録
さ
れ
る
に
至
っ
た
、
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

な
お
、
使
王
代
の
作
名
が
個
人
の
専
有
に
な
っ
た
の
は
、
元
禄
初
年
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。「
兼
字
王
」
と
い
う
作
名
は
、
他
の
作
名
が
使
わ
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
貞
享
年
間
ま
で
長
く
用
い
ら
れ
た
。
元
禄
年
間
に
な
る
と
、

個
人
ご
と
に
異
な
っ
た
作
名
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
原
賢
充
も
、

─ 247 ─
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元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
九
月
十
一
日
の
例
幣
で
は
、「
兼
充
王
」
の
作
名
を

用
い
て
い
る
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
「
少
外
記
平
田
家
記
録
」『
分
配
』

（
整
理
番
号
「
文
書
13
／
Ｉ
／
７
」））。
こ
れ
は
、使
王
の
通
字
で
あ
る
「
兼
」

に
、
中
原
賢
充
の
諱
の
う
ち
通
字
で
は
な
い
「
充
」
を
併
せ
た
も
の
で
、
中

原
賢
充
に
専
有
の
作
名
と
し
て
適
切
な
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
、本
稿
で
は
、江
戸
前
期
の
伊
勢
使
王
代
の
作
名
「
兼
字
王
」
と
、「
兼

字
王
」
と
し
て
使
王
代
を
勤
仕
し
た
河
越
賢
充
（
中
原
氏
）
の
出
自
に
つ
い

て
考
察
し
、
仮
説
を
立
て
て
み
た
が
、
同
時
代
史
料
を
中
心
と
し
た
確
乎
た

る
根
拠
に
基
づ
い
た
検
討
が
、
更
に
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
兼
任
王
」
を

河
越
源
重
忠
に
、「
兼
久
王
」
を
源
久
忠
に
比
定
す
る
の
は
、
中
原
賢
充
と
賢

在
と
の
間
に
兄
弟
関
係
が
あ
る
と
い
う
前
提
の
上
に
初
め
て
成
り
立
つ
も
の

で
あ
る
の
で
、
こ
の
系
譜
関
係
に
誤
り
が
あ
れ
ば
成
立
し
得
な
い
も
の
で
あ

る
。
御
批
正
を
賜
わ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注*1　

本
史
料
に
つ
い
て
は
、
赤
坂
恒
明 

二
〇
一
一 

を
参
照
せ
よ
。

*2　

兼
字
王
お
よ
び
彼
以
外
の
使
王
代
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
藤
森
馨
氏
の

業
績
が
最
も
包
括
的
か
つ
詳
細
で
あ
り
、
現
在
に
お
け
る
定
説
と
し
て
重
要
な
価
値

を
持
つ
。
本
稿
に
お
い
て
も
、
氏
の
研
究
成
果
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め

て
論
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
部
分
が
多
い
。
ま
た
、
嶋
津
宣
史 

一
九
九
五 

に
は
、
使
王
代
を
代
々
勤
仕
し
た
兵
庫
寮
河
越
家
の
文
書
が
翻
刻
さ
れ
て
お
り
、
必

見
で
あ
る
。
ま
た
、
加
茂
正
典 

二
〇
〇
五
、
同 

二
〇
〇
六 

に
は
、
使
王
の
卜
串
に

関
す
る
言
及
が
あ
り
、
参
照
す
る
価
値
が
あ
る
。

*3　

三
上
景
文
撰
『
諸
家
伝
』
は
、
正
宗
敦
夫
編
纂
・
校
訂
『
地
下
家
伝
』（
全
三
冊
。

東
京
、
自
治
日
報
社
、
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
）
を
使
用
し
た
。

*4　

嶋
津
宣
史 

一
九
九
五 

97
頁
。
藤
森
馨 

一
九
九
四 

81
頁
、
87
頁
。
藤
森
馨 

二
〇
〇
八 

177
頁
、
184
頁
。

*5　

藤
森
馨
氏
は
、
兼
久
と
兼
字
と
を
兄
弟
と
す
る
河
越
家
の
主
張
に
は
潤
色
が
あ
る

と
し
て
、
両
者
に
血
縁
関
係
は
存
在
し
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
藤
森
馨 

二
〇
〇
八 

184

頁
、
190
頁
ほ
か
。

*6　

藤
森
馨 

二
〇
〇
八 

182
～
183
頁
、
192
頁
注
（
９
）。
な
お
、
松
永
久
秀
の
家
臣
団
に

つ
い
て
は
、
天
野
忠
幸 

二
〇
一
二 

に
お
い
て
分
析
・
検
討
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

河
越
宗
也
（
重
宗
）
に
つ
い
て
は
、
一
次
史
料
か
ら
存
在
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
た

め
か
、
所
見
が
な
い
。

*7　

少
外
記
平
田
家
『
忠
利
宿
禰
記
』
明
暦
三
年
九
月
十
一
日
条
、
万
治
二
年
四
月
十

日
条
、『
恒
例
臨
時
公
事
抄
』
四
（
内
閣
文
庫 

古
５
─

249
）、『
左
官
掌
氏
辰
記
（
貞
享

四
大
嘗
会
）』
貞
享
四
年
十
一
月
六
日
辛
巳
（『
歴
代
残
闕
日
記
』
巻
百
十
五
。
第

二
十
七
巻
五
二
～
七
一
頁
）。

*8　

赤
坂
恒
明 

二
〇
一
一 

18
～
19
頁
を
参
照
せ
よ
。
な
お
、
本
史
料
は
、
撰
者
青
木
庸

行
の
死
後
に
も
、
記
載
の
増
補
が
行
わ
れ
て
い
る
。

*9　
『
地
下
家
伝
』
二
「
平
田 （
姓
中
原
）」
の
「
中
原
生
職
（
中
原
康
致
中
絶
之
跡
相
続
。

父
兵
庫
頭
中
原
職
久
男
。
母
讃
岐
守
多
忠
宗
女
）」（『
地
下
家
伝
』
上 

六
七
頁
）、『
地

下
家
伝
』
八
「
御
蔵
小
舎
人　

粟
津 

（
姓
中
原
）」
の
「
職
善
（
父
出
納
職
定
次
男
中

原
職
久
男
。
母
多
讃
岐
守
忠
宗
女
。
始
職
安
、
又
改
職
康
）」（『
地
下
家
伝
』
上 

三
七
一
頁
）、『
地
下
家
伝
』
八
「
出
納　

平
田 

（
姓
中
原
）」
の
「
職
忠
（
職
清
男
。

実
職
久
男
。
母
多
讃
岐
守
忠
宗
女
）」（『
地
下
家
伝
』
上 

三
五
四
頁
）。

*10　

本
「
真
継
系
圖
近
代
写
」
に
は
、「
久
忠
弟
」
の
「
兼
字
（
従
五
位
上
／
河
越
兵
庫

頭
）」
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
同
一
人
の
重
複
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

*11　

賢
在
と
賢
充
の
通
字
「
賢
」
は
、
中
原
康
富
の
子
孫
、
中
原
康
雄
の
子
で
、
清
原

氏
と
な
っ
た
賢
好
と
、
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
現
時
点
で
は

判
断
し
難
い
。
清
原
賢
好
に
つ
い
て
は
、
井
上
幸
治 

二
〇
〇
七 

16
頁
、
21
頁
を
見
よ
。
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井
上
幸
治
氏
に
よ
る
と
、
清
原
賢
好
は
、
兄　

中
原
康
治
と
共
に
、
恐
ら
く
豊
臣
方

で
あ
る
と
の
嫌
疑
に
よ
り
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
五
月
以
降
、
失
脚
し
て
引
退
・

出
家
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、『
地
下
家
伝
』
に
よ
る
と
、
賢
在
の
誕
生
は
一
六
一
四

年
で
あ
る
。

*12　
『
壬
生
家
四
巻
之
日
記
』
四　

慶
長
十
四
年
九
月
十
六
日
（
甲
午
）、『
弘
誓
院
記
』

慶
長
十
六
年
四
月
五
日
乙
亥
、『
弘
誓
院
記
』
寛
永
六
年
九
月
十
六
日
戊
戌
。

*13　

笹
本
正
治 
一
九
九
六 

42
～
43
頁
、
54
～
57
頁
、
62
頁
。
藤
森
馨 

二
〇
〇
八 

185
～

187
頁
。

*14　

中
村
直
勝 

一
九
七
八
、
石
田
善
人 

一
九
九
〇
。
大
部
庄
の
王
氏
に
関
す
る
史
料
は
、

『
兵
庫
県
史
』
史
料
編 
中
世
５
、『
小
野
市
史
』
第
四
巻 

史
料
編
Ⅰ
（
小
野
市
、

一
九
九
七
年
十
月
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
王
氏
の
出
自
・
系
統
は
未

詳
で
あ
る
。
赤
坂
恒
明 

二
〇
一
四 
78
～
79
頁
、
92
頁
注
（
23
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

*15　

な
お
、「
当
兼
王
」
は
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
九
月
十
一
日
の
例
幣
に
お
い
て
、

内
竪
高
屋
康
在
（
中
原
賢
充
の
母
の
兄
弟
の
孫
に
あ
た
る
）
が
使
王
代
を
勤
仕
し
た

際
の
作
名
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
恒
例
臨
時
公
事
抄
』
四
（
内
閣
文
庫 

古

５
─

249
）。
但
し
、『
寛
文
九
年
外
宮
正
遷
宮
記
』
九
月
廿
九
日
条
に
よ
る
と
、「
使
王

従
五
位
下
兼
宇（
マ
マ
）

王
（
代
正
五
位
下
行
丹
後
守
中
原
朝
臣
康
久
、
内
竪
）」
と
あ
り
、
康

在
の
父
に
あ
た
る
高
屋
康
久
が
「
兼
宇（
マ
マ
）

王
」
の
作
名
で
使
王
代
を
勤
仕
し
た
と
さ
れ
る
。

*16　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
氏
姓
が
明
示
さ
れ
た
叙
任
文
書
・
記
録
等
を
確
認
す
る
必
要

が
あ
る
が
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

研
究
文
献

天
野
忠
幸
「
松
永
久
秀
家
臣
団
の
形
成
」（
天
野
忠
幸
、
片
山
正
彦
、
古
野
貢
、
渡
邊
大

門 

編 『
戦
国
・
織
豊
期
の
西
国
社
会
』（
日
本
史
史
料
研
究
会
論
文
集
２
）
東
京
、
日

本
史
史
料
研
究
会 

企
画
部
、
二
〇
一
二
年
十
月
、
343
～
403
頁
）

石
田
善
人
「
播
磨
国
大
部
荘
」（
兵
庫
県
史
編
集
専
門
委
員
会
編
集
『
兵
庫
県
史
』
史
料

編 

中
世
五
（
兵
庫
県
、
一
九
九
〇
年
三
月
）
解
説
、
898
～
908
頁
） 

井
上
幸
治
「
戦
国
期
の
朝
廷
下
級
官
人
─
─
中
原
康
富
の
子
孫
た
ち
─
─
」（『
戦
国
史

研
究
』
第
五
四
号
、
二
〇
〇
七
年
八
月
、
14
～
24
頁
）

加
茂
正
典
「
鈴
鹿
家
所
蔵
「
万
治
二
年
九
月
十
一
日　

神
嘗
祭
使
王
卜う
ら

串ぐ
し

」
考
証
」（
笠

井
昌
昭
編
『
文
化
史
学
の
挑
戦
』（
京
都
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）、

六
五
九
～
六
七
四
頁
）

加
茂
正
典
「
鈴
鹿
家
宮
廷
祭
祀
資
料
」（『
皇
學
館
大
學
神
道
研
究
所
所
報
』
第
七
十
号
、

二
〇
〇
六
年
三
月
、
1
～
12
頁
）

笹
本
正
治
『
真
継
家
と
近
世
の
鋳
物
師
』（
京
都
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
六
年
二
月
）

嶋
津
宣
史
「
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
河
越
家
記
録
『
諸
願
届
録
』（
翻
刻
・
紹
介
）」（『
國

學
院
大
學
図
書
館
紀
要
』
第
七
号
、
一
九
九
五
年
三
月
、
八
九
～
一
二
七
頁
）

『
中
村
直
勝
著
作
集
』
第
四
巻
「
荘
園
の
研
究
」（
淡
交
社
、
一
九
七
八
年
九
月
。
初
出
、

中
村
直
勝
『
荘
園
の
研
究
』
星
野
書
店
、
一
九
三
九
年
十
月
）

藤
森
馨
「
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
「
河
越
家
記
録
・
文
書
」
の
紹
介
と
目
録
」（『
國

學
院
大
學
図
書
館
紀
要
』
第
六
号
、
一
九
九
四
年
三
月
、
七
五
～
九
八
頁
）

藤
森
馨
『
改
訂
増
補 

平
安
時
代
の
宮
廷
祭
祀
と
神
祇
官
人
』 

東
京
、
原
書
房
、

二
〇
〇
八
年
十
二
月
（
初
刊
、
大
明
堂
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
）

赤
坂
恒
明
「
青
木
庸
行
撰
『
百
年
以
来
近
代
地
下
諸
家
伝
』」（
日
本
史
史
料
研
究
会
研

究
会
報
『
ぶ
い
＆
ぶ
い
』（
無
為 

無
為
）
第
十
八
号
、
日
本
史
史
料
研
究
会
、

二
〇
一
一
年
二
月
、
14
～
23
頁
）

赤
坂
恒
明「
中
世
に
お
け
る
皇
胤
の
末
流「
王
氏
」と
そ
の
終
焉
」（『
十
六
世
紀
史
論
叢
』

第
三
号
、
十
六
世
紀
史
論
叢
刊
行
会
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
七
六
～
九
五
頁
）

〔
付
記
〕
本
稿
で
使
用
し
た
史
料
の
判
読
に
際
し
、
末
柄
豊
氏
、
生
駒
哲
郎
氏
よ
り
御
示

教
を
賜
わ
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
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伊勢奉幣使王代 兼字王考

（
二
七
）

推定系図
『百年以来近代地下諸家伝』、
「真継系図近代写」に主拠。
『地下家伝』等を参照。

平
田
（
出
納
）

　中
原
職
定

「
御
倉
源
大
夫
」

「
真
継
美
濃
守
」

　
　紀
康
總

　
　源
康
綱

河
越　源

重
宗

　
　（宗
也
）

平
田
（
出
納
）

　中
原
職
清

1
①「
平
田
兵
庫
頭
」

　中
原
職
久

　
　
　職
廣

「
真
継
右
京
進
」

　紀
康
利

河
越　源

重
忠

　兼
任
王

　（女
）

　
　兄
、
職
忠
の

　
　子
と
な
る

　（女
）

　平
田
（
出
納
）

　中
原
職
忠

2
「
平
田
左
近
」

　中
原
職
次

㊀
平
田
（
少
外
記
）

　中
原
生
職

　高
屋
（
内
舎
人
）

　中
原
勝
康

一 

粟
津
（
御
倉
小
舎
人
）

　中
原
職
善

3
深
尾
（
行
事
所
）

　中
原
職
勝

山
科
（
御
倉
小
舎
人
）

　紀
康
好
（
も
と
種
滿
）

谷
（
青
蓮
院
坊
官
）

　紀
親
賢

　（女
）

真
継
（
御
倉
小
舎
人
）

　源
久
忠

　兼
久
王

②
川
越
（
兵
庫
寮
）

　中
原
賢
在

③
川
越
（
兵
庫
寮
）

　中
原
賢
充

　（も
と
源
行
忠
ま
た
は
行
久
）

平
田
（
出
納
）

　中
原
職
在

高
屋
（
内
舎
人
）

　中
原
康
久

二
粟
津
（
御
倉
小
舎
人
）

　中
原
清
喜
（
も
と
職
春
）

三
粟
津
（
御
倉
小
舎
人
）

　中
原
清
房

　（女
）

山
科
（
御
倉
小
舎
人
）

　紀
正
直
（
も
と
政
直
）

山
科
（
御
倉
小
舎
人
）

　紀
亮
以

真
継
（
御
倉
小
舎
人
）

　紀
玄
弘

　
　玄
偉
（
玄
以
）

河
越
源
五
郎

　源
行
忠
（
ま
た
は
行
久
カ
）

　（の
ち
中
原
賢
充
）

④
川
越
（
兵
庫
寮
）

　中
原
賢
長

平
田
（
出
納
）

　中
原
職
央

　（女
）

㊁
平
田
（
少
外
記
）

　中
原
職
俊

高
屋
（
内
舎
人
）

　中
原
康
在

山
科
（
御
倉
小
舎
人
）

　紀
正
方

次
男

分
家

㊂
平
田
（
少
外
記
）

　中
原
職
永

（　　　　　　）

（

　
　
　

 

）
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On KANENA-OU, a Substitute for SHIOU of ISE-HOUHEI

AKASAKA, Tsuneaki

キーワード ： 兼字王、使王、伊勢奉幣使、河越氏、真継氏
Key words ： Kanena-ou, shiou(tsukai-no-ookimi), houhei-shi to the ISE Shrine, the Kawagoes, the Matsugis


